
 

 

 

令和 8年度 座間味村海域安全隊業務 

仕 様 書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

座間味村役場船舶・観光課 

  



 

総 合 仕 様 書 

 

1 件名 

令和 8年度 座間味村海域安全隊業務 

 

2 目的 

座間味村内の海水浴場において、適切な監視、保守管理業務によって、常に安全で

快適な環境状態を維持し、海水浴場の公共性を保つことを目的とする。 

 

3 業務場所 

座間味村内の海水浴場（古座間味ビーチ、阿真ビーチ、北浜ビーチ）、その他周辺

海域 

 

4 期間 

令和 8年 4月 14日～令和 8年 12月 4日（234日間） 

※事前準備期間 令和 8年 4月 14日～17日（4日間） 

※片付け期間  令和 8年 12月１日～４日（4日間） 

 

5 委託概要 

（1） 委託内容の詳細は、各仕様書の内容とする。 

・業務委託共通仕様書 

・海水浴場監視委託業務委託仕様書 

 

 

  



 

業 務 委 託 共 通 仕 様 書 

 

1 用語の定義 

（1） 監督職員とは、座間味村役場船舶・観光課の職員をいう。 

（2） 業務責任者とは、委託業務の施行について責任を有する受託者の代表者を

いう。 

（3） 業務従事者とは、業務責任者の指揮監督に従って受託業務に従事する者を

いう。 

（4） 協議とは、村と受託者が対等の立場で話し合う事を言う。 

 

2 疑義に対する協議 

仕様書等の解釈について疑義が生じたとき、又は共通仕様書及び各仕様書に特に

定めの無い事項については、村と受託者が協議のうえ決定する。 

 

3 受託者の責務 

（1） 法令等の遵守 

受託業務の実施に当たっては、関係法令及び規則を遵守し、常に善良な

る管理者の注意をもって誠実に責を果たすものとする。 

 

（2） 守秘義務 

受託者、業務責任者、業務従事者は、業務の実施上知り得た事項を第三

者に漏らしてはならない。このことは、契約の解除又は期間終了後におい

ても同様とする。 

 

4 業務管理（業務責任者） 

（1） 業務責任者の資格 

業務責任者は、受託業務の実施にあたり管理運営上必要な知識、技能、

資格及び経験を有する者とする。 

 

（2） 業務責任者の職務 

業務責任者は、常に監督職員と連絡を密にし、業務従事者を指揮監督す

る。また、毎月 3日以内に水難救助員名簿を作成し村へ名簿の提出を行い

適切な人員配置を速やかに整えるとともに業務の円滑化及び遊泳者の事故

防止に努めるものとする。 

※水難救助名簿は「沖縄県水難事故の防止及び遊泳者等の安全の確保等



 

に関する条例」に基づく。 

 

5 業務の実施 

（1） 業務従事者 

受託者は、業務の内容に応じて必要な知識、技能、資格を有する者を業

務従事者としなければならない。 

 

（2） 業務報告書等の作成及び提出 

受託者は、海水浴場監視業務委託仕様書に定められた書類を作成し、村

に提出するものとする。様式については、村と受託者が協議して決める。 

    

(3) 実績報告書類の作成 

      受託者は、本業務委託完了日から 14日以内に実績報告書及び本業務委託

に関する証憑書類、業務日誌を村長に提出しなければならない。 

 

 

6 施設及び資器材の貸与  

村は、受託者に対し、監視台 2台及び救助艇(水上バイク２艇)、AED(３台)、拡

声器(３台)を貸与する。貸与期間中の日常の管理、メンテナンスなどは受託者に

おいて行い、業務終了後に村へ返還する。ただし、使用中に重大な故障等が発生

した場合には、村と受託者において協議し、対応を決定する。 

  その他、業務に必要な資器材は受託者にて用意すること。 

 

 

 

7 損害予防処置等 

（1） 第三者への迷惑の防止 

業務の実施にあたっては、第三者に迷惑をかけないようにする。 

 

（2）  業務の実施中、業務全体に影響を及ぼす事故、人心に損傷を生じた事故

又は第三者に損害を与えた事故が発生した場合は、直ちに応急処置等を行

うとともに救急車の要請等を行い適切に対応する。また、事故発生の原

因・経過及び事故による被害状況等について速やかに監督職員へ報告す

る。 

  (3)  利用者に対して、誠実、親切、ていねいに対応すること。 

 



 

 

 

 

8費用負担等 

（1） 本業務の実施に必要な経費は委託料に含むものとし、対象経費については

下記の通りとする。 

 

① 人件費 

② 直接経費 

（宿泊費、旅費交通費、燃料費、光熱水費、車両リース料、消耗品） 

  ③ 通信費 

  ④ 一般管理費 

  ※消耗品とは、座間味村物品会計規則第３条に定める定義に沿って決定する。 

※上記費用に係る消費税も経費に計上する。 

※県外から監視員を確保する場合の航空運賃は受託者負担とする。 

 

（2） 受託者の故意又は重大な過失により、村所有の施設又は資器材、備品を損

傷した場合、村は受託者に対しその損害の賠償を請求できるものとする。 

（3） 清掃用具備品については、村が購入し受託者へ提供する。 

（4） その他、費用負担が不明確なものについては、村と受託者が協議のうえ決

定する。 

 

９ 委託料の支払いについて 

1.村は、委託料の支払いを 4回に分けて行うものとし、受託者からの請求を受理

した時は 30日以内に下記のとおり委託料を支払うものとする。 

但し、業務進捗状況等により支払回数や支払い時期について、村と受託者が協議

の上変更することができる。 

①第 1回目の請求は契約日以降とし支払金額は契約額の 40％以内とする。 

②第 2回目の請求は 6月末日以降とし支払金額は 6月末日時点の出来高とする。 

③第 3回目の請求は 8月末日以降とし支払金額は 8月末日時点の出来高とする。 

④第 4回目の請求は、業務完了後とし支払金額は 12月 4日時点の出来高とする。 

 

2. 対象経費については、履行期間内に発生、支払済のものに限る。リース料、賃

借料等の固定費については、履行期間に応じて日割り計算により算出するものと

する。 

 



 

 

3.請求時の証憑書類は別表の通りとする。 

 

 

10 その他 

  （1）委託業務は、他者への再委託を禁ずる。 

    

別表 

項目 証憑書類 

人件費 ・勤務実績表若しくは日報 

・勤務管理表（シフト表） 

・振込証明書類 

直接経費 ・領収書 

※領収書が無い場合は、請求書及び振込明細を必要とする。 

※固定費（家賃、リース等）については、契約書の提出を必要とする。 

 

※直接経費については、購入日、品名、用途、数量、単価、合計金額（円単位）、購入

先を明記し、各月、各項目毎にまとめ、紙媒体により一式を提出する。 

 

  



 

海 水 浴 場 監 視 業 務 仕 様 書 

 

1 監視業務の委託にあたって 

座間味村内 3か所の海水浴場における、水難事故防止についての警備・監視業

務・海水浴場開設前後の資機材等の準備と後片付け・緊急時における協力及び海浜

美化について、次のとおり仕様を定める。 

 

2 勤務時間 

午前 8時 30分から午後 5時 30分とする。 

 

3 基本的事項 

（1）各海水浴場 2名体制の合計 6名を基本体制とする。 

③ 4月 26日から 5月 6日のＧＷ繁忙期は古座間味ビーチに 1名増員。北浜ビー

チに 1名増員。（8名体制） 

④ 6月 21日から 6月 30日の夏期繁忙期前は古座間味ビーチに 1名増員。北浜ビ

ーチに 1名増員。（8名体制） 

⑤ 7月 1日から 8月 31日の夏期繁忙期は古座間味ビーチに 2名増員、北浜ビー

チに 1名増員。（9名体制） 

   ※ただし、各ビーチの状況において、発注者（座間味村）と委託事業者とで協

議の上、基本体制を下回らない範囲で人員の移動を行う事が出来ることとす

る。 

  （2）各海水浴場にコントローラーを 1名以上配置する。 

   ※ただし天候・利用客数等の各要因に基づき、発注者（座間味村）と委託事業

者とで協議の上、予算の範囲内において各ビーチの人員を調整できるものと

する。 

(3)救助に必要な機材、救急用具(食酢、救急箱、担架、AED、氷、拡声器等)は受

託者にて常備し、救急活動が速やかに行えるようにすること。 

(4)業務開始時及び終了時には、海域、海岸、標識、設備、備品等を点検し、不

備があるときは適宜対処すること。 

   (5)業務期間中は、当日の天候、波の状況等から遊泳状況を決定し午前 7時 50分

までに座間味村(船舶・観光課)へ報告すること。その後、遊泳状況等に変化

が生じた場合は速やかにその旨の報告を行うこと。 

    

 

 



 

4 資格 

（1）コントローラーの資格 

 日本ライフセービング協会のベーシック・サーフ・ライフセーバーの資格又は、日本

赤十字社の水上安全法に基づく救助員の資格、又はそれらと同等以上の資格を有する者

とし、5 年以上のライフセーバー業務の経験を持ち、他のラーフセーバーを指導・教育

できる者に限る。 

 

 

（2）ライフセーバーの資格 

 日本ライフセービング協会のベーシック・サーフ・ライフセーバーの資格又は、日本

赤十字社の水上安全法に基づく救助員の資格、又はそれらと同等以上の資格を有する者

とする。 

 

5 業務従事者の教育及び制服について 

（1）教育について 

業務責任者は、その責任において業務従事者に対して業務に必要なことの教育訓練を

実施する事。 

 

（2）制服について 

業務中は、海水浴場利用者が直ちに識別できる制服を受託者が用意し着用すること。 

 

6 管理運営基準 

   （1）海水浴場の状態が次のいずれかに該当し、遊泳する事が危険または不適当であ

ると認めるときには、その旨を速やかに村及び利用者に周知し、遊泳を禁止する。 

① 津波のおそれがあるとき 

② 波が異常に高いとき 

③ 水温が異常に低下、または上昇しているとき 

④ 潮の流れが異常に速いとき 

⑤ 廃油、汚物等が流出しているとき 

⑥ 台風が接近しているとき 

⑦ 視界不良で監視できないとき 

⑧ 荒天または危険生物の発見等により遊泳に生命の危険を伴うおそれがあるとき 

⑨ その他、各海水浴場のコントローラーが危険又は不適当を認めたとき 

 

  （2）海水浴場開設期間中は、気象情報を毎朝確認し、業務に従事する者全員が把握し

ておくこと。 



 

 

  （3）事故が発生した場合は速やかに捜索・救助等を行い、水上安全法・救急法・蘇生

法を駆使して生命の確保に努めるとともに、救急車の出動要請を行い、警察・村

への報告等を行うこと。 

 

  （4）海水浴場利用者及び村民との揉め事は一切避けること。万が一問題が生じた場合

には、受託者の責任において解決し、村の責に帰する事のないように対応すること。 

 

  （5）海水浴場内で迷子等が発生した場合は速やかに捜索し保護に努めること。 

 

  （6）海水浴場内での病人及びけが人については適切な処置を施すこと。 

 

9 清掃管理業務 

（1） 受託者は監視場所周辺の清掃業務を行うこと。 

（2） 受託者により対応できない大型の漂着物等があった場合には村に連絡し対応を

決定する。 

  （3） 北浜ビーチテラスにおいては、毎日砂の掃き掃除等を行い、掃き掃除で落ちな

い汚れ等がある場合は流水で清掃すること。 


